
Ｑ　どのような方が投票できますか。
Ａ　平成16年11月28日以前に生まれた方で、令和
4年8月21日以前から阿久比町の住民基本台帳に
登録され、投票を行う日まで引き続き本町の住民
基本台帳に登録されている方です。

Ｑ　町外に転出することになったのですが、投票は
できますか。

Ａ　今回の選挙では、投票する日に阿久比町に住所
がないと投票することができません。

Ｑ　11月27日の投票日当日に投票所へ行けない人
が投票する方法はありますか。

Ａ　投票日当日に仕事や旅行などで投票所に行くこ
とができない方は、期日前投票を利用してくださ
い。11月23日（水・祝）から26日（土）までの間、役
場1階会議室101に設けられる期日前投票所で午
前8時30分から午後8時まで投票できます。

Ｑ　投票所の入場券が届かないときや、なくしてし
まったときは投票できますか。

Ａ　入場券がなくても選挙人名簿に登録されていれ
ば投票を行うことができます。投票所で申し出てく
ださい。

Ｑ　家で寝たきりの人は投票できますか。
Ａ　郵便による不在者投票制度がありますが、あら
かじめ「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要
があります。早めに阿久比町選挙管理委員会に問
い合わせてください。

Ｑ　病院や老人ホームなどの施設に入院、入所して
いる人は投票できますか。

Ａ　各都道府県選挙管理委員会が指定する病院な
どに入院、入所している方はその施設で不在者投
票ができます。詳しくは入院、入所している施設に
問い合わせてください。

■問い合わせ先　阿久比町選挙管理委員会　（48）1111 （内1308・1309）
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　私たちの住んでいるまちの町長を選ぶ大切な選挙です。あなたの貴重な一票に期待を込めて、
投票に出掛けてください。
　私たちの住んでいるまちの町長を選ぶ大切な選挙です。あなたの貴重な一票に期待を込めて、
投票に出掛けてください。

町長選挙

■日　時　11月19日（土）午前9時30分～午後3時・20日（日）午前9時30分～午後2時
■場　所　アグピアホール

マイナンバーカード
■対　象　阿久比町に住民登録があり、マイナンバーカードを申請していない方
■必要なもの　個人番号カード交付申請書、本人確認書類2点、通知カード
　※　申請に必要な顔写真は、窓口で撮影します。（無料）
■注意事項　必ず本人がお越しください（15歳未満の方は法定代理人と一緒にお越しください）。詳細は町ホームペー

ジ「マイナンバーカード申請のお手伝い実施中」をご確認ください。申請のみ受け付けます。（交付は実施
しません）

マイナポイント
■対　象　マイナンバーカードを持っているが、マイナポイントを申請していない方
■必要なもの　マイナンバーカード（写真付きのカード）と暗証番号（4桁）、キャッシュレス決済サービスの決済サービス

ＩＤ、セキュリティコード、通帳やキャッシュカードなど口座情報が分かるもの。
■注意事項　詳細は町ホームページ「マイナポイントについて」をご確認ください。
■問い合わせ先
　▽マイナンバーカード申請　住民福祉課戸籍住民係　（48）1111（内1115）
　▽マイナポイント申請　検査財政課情報係　（48）1111（内1312）
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33.すべての人に健康と福祉を
あらゆる年齢の全ての人の健康的な生活を確保し、
福祉を促進する

ＳＤＧｓ17の目標
4.質の高い教育をみんなに
全ての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、生涯学習の機会
を促進する


